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議案第５４号 

 

 

さぬき市税条例の一部改正について 

 

 

さぬき市税条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和２年６月４日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 さぬき市税条例（平成１４年さぬき市条例第５３号）の一部を次のように

改正する。 

第２４条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第３４条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡

婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２

第４項」に改める。 

第９４条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定に

ついては、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するも

のとする。 

第９４条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定

する葉巻たばこを除く。）」を加える。 

附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基

準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する

平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「こ

の項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」と

いう。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割

合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基準割合適用年

中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．

３パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適

用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「加算した割合と」に改める。 

附則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第１０条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第

６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第１０条の２第２５項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

附則第１７条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」

を加える。 

附則第１７条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第２４条 所得割の納税義務者が、前年中に新型コロナウイルス感染症等の影響

に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５

号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４



6 

項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はそ

の規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の

払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間

内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則

第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第

１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第３４条の７の規定を

適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第２５条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染

症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２

第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和

１６年度」とする。 

第２条 さぬき市税条例の一部を次のように改正する。 

第１９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１

条の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、

同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第

１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の８第２２項及

び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改める。 

第２０条中「及び第４項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 

第２３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３１条第

２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３１条第２項の

表の第１号」を「同号」に、「第４８条第８項から第１０項まで」を「第４８条

第９項から第１６項まで」に改める。 

第３１条第２項の表中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第１項

第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日から

６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第

４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、

第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、

第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及

び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２

項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条

の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０項」に、「第３

２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「第

６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０

項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」
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を「第３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」

を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項」

を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、

第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５

項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同

条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２１

条の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２

１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、

同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、

同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条

の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を「第

１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項とし、同

条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条

第１３項中「第１０項の内国法人」を「第９項の内国法人」に、「第７５条の４

第２項」を「第７５条の５第２項」に、「第１０項の申告」を「同項の申告」に

改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条第１３項とし、同条第１５

項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を

同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第

３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１項」に、「第１０項」を「第

９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第

１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しく

は第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）」を

「第７５条の５第３項若しくは第６項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、

同項を同条第１６項とする。 

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第

２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改

め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同

条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、

当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第

１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。）若し

くは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、

又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）」

を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改める。 

第５２条第４項から第６項までを削る。 

第９４条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」

を「１本」に改める。 
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附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行

する。 

(1) 第１条中さぬき市税条例第９４条第２項にただし書を加える改正規定及び同

条第４項の改正規定並びに附則第５条の規定 令和２年１０月１日 

(2) 第１条（前号に掲げる改正規定を除く。）並びに次条及び附則第３条の規定 

令和３年１月１日 

(3) 第２条中さぬき市税条例第９４条第２項ただし書の改正規定及び附則第６条

の改正規定 令和３年１０月１日 

(4) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年

４月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後のさぬき市税条例（以下「新条例」という。）

附則第３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応

する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従

前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３４条の２及び

第３６条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第

１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、

「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和

２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第２

９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該当

するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫である第

２３条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後のさぬき市税条例の規定中法

人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び次項

において「４号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部

を改正する法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロ

に掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４０年法律第３４号。

以下この条において「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定す

る連結子法人（次項において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４
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年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項に

おいて同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税

について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施

行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始

した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度

をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号

施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税については、なお

従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

った葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第６条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであ

った葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 
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議案第５５号 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 

さぬき市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の

議決を求める。 

 

 

令和２年６月４日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市国民健康保険税条例（平成１４年さぬき市条例第５６号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第６項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加え、

「「及び山林所得金額の合計額（」」を「、「及び山林所得金額の合計額（」」に

改める。 

附則第７項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加える。 

附 則 

 この条例は、令和３年１月１日から施行する。ただし、附則第６項の改正規定（「「及

び山林所得金額の合計額（」」を「、「及び山林所得金額の合計額（」」に改める

部分に限る。）は、公布の日から施行する。 
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議案第５６号 

 

 

さぬき市手数料条例の一部改正について 

 

 

さぬき市手数料条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求め

る。 

 

 

令和２年６月４日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市手数料条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市手数料条例（平成１４年さぬき市条例第５８号）の一部を次のように改

正する。 

別表１１の項中「。以下「番号法」という。」を削り、同表１２の項を削り、同

表１３の項から２５の項までを１項ずつ繰り上げ、同表２６の項中「２７の項から

３１の項まで」を「２６の項から３０の項まで」に改め、同項を２５の項とし、同

表２７の項から４７の項までを１項ずつ繰り上げる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５７号 

 

 

さぬき市国民健康保険条例の一部改正について 

 

 

さぬき市国民健康保険条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議

決を求める。 

 

 

令和２年６月４日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市国民健康保険条例（平成１４年さぬき市条例第１２８号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第１項第４号中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」

という。）」を「法」に改める。 

第７条第２項中「。以下「高齢者医療確保法」という。」を削る。 

附則に次の見出し及び６項を加える。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

５ 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以

下同じ。）の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができな

いとき（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則

第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナウイルス感

染症」という。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑

われるときに限る。）は、その労務に服することができなくなった日から起算し

て３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くこと

を予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

６ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前

の直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額

（その額に、５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未

満の端数があるときは、これを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に

相当する金額（その額に、５０銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、５

０銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円に切り上げるものとする。）

とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額等級の最高

等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する金額の３分の２に相当する金額を超

えるときは、その金額とする。 

７ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えな

いものとする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等と

の調整） 

８ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症

の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に

対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、

その受けることができる給与等の額が、附則第６項の規定により算定される額よ

り少ないときは、その差額を支給する。 
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９ 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、そ

の受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受

けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができ

なかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と

傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金

の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。 

１０ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事

業主から徴収する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第５項から第１０項までの規定

は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間

に属する場合に適用する。 
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議案第５８号 

 

 

さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

 

 

さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和２年６月４日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年さぬき市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第４２条第４項中「特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当す

る」に、「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の２号を加える。 

(1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、特

定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育

認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定

地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供さ

れるよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第４２条第５項中「前項」の次に「（同項第２号に該当する場合に限る。）」を

加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５９号 

 

 

さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 

 

さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を別

紙のとおり改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和２年６月４日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 

さぬき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年さぬき市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第６条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」

に、「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の２号を加える。 

(1) 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育

事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置そ

の他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係

る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要

な措置を講じているとき。 

(2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第６条第５項中「前項」の次に「（同項第２号に該当する場合に限る。）」を加

える。 

第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精

神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場

合」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６０号 

 

 

さぬき市介護保険条例の一部改正について 

 

 

さぬき市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を

求める。 

 

 

令和２年６月４日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 
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さぬき市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

さぬき市介護保険条例（平成１４年さぬき市条例第１３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等におけ

る保険料の減免） 

第８条 令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に納期限（特別徴収の

場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。）

が定められている保険料（第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以内に

法第１２条第１項の規定による届出が行われなかったため令和２年２月１日以降

に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第１号被保険者の資格を

取得した日から１４日以内に行われていたならば同年２月１日前に納期限が定め

られるべきものを除く。）の減免については、次の各号のいずれかに該当する者

は、第１１条第１項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の

規定を適用する。 

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１

条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号において「新型コロ

ナウイルス感染症」という。）により、第１号被保険者の属する世帯の生計を

主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第１号被保険者の属する世帯の生

計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入（以

下この号において「事業収入等」という。）の減少が見込まれ、次のア及びイ

に該当すること。 

ア 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき

金額があるときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収入等の額の

１０分の３以上であること。 

イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計

額が４００万円以下であること。 

２ 前項の場合における第１１条第２項の規定の適用については、同項中「提出し

なければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、

これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」

とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第８条の規定は、令和２年２月

１日から適用する。 
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議案第６１号 

 

 

負担付きの寄附の受納について 

 

 

次のとおり負担付きの寄附を受けることについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第９号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和２年６月４日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 寄附の目的  さぬき市出身の篆刻家、細川林谷の功績の顕彰とさぬき市民の

文化芸術振興を目的とした施設の整備に充てるため 

 

２ 寄 附 財 産  金３００，０００，０００円 

 

３ 寄 附 者  所在地 三重県伊賀市上野万町２１７５番地１ 

         名 称 日合通信電線株式会社 

             代表取締役 細川 周作 

 

４ 寄附の条件 (1) 市は、寄附の目的に掲げる施設の整備を行うこと。 

        (2) 前号の施設整備を行わないときは、市は、受納した寄附金を

寄附者へ返還すること。 
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令和２年さぬき市議会第２回定例会議案 

 

令和２年６月４日提出 

市長提出議案 

 

議案第６２号 財産の処分について 
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議案第６２号 

 

 

財産の処分について 

 

 

次のとおり財産を処分したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第８号及びさぬき市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（平成１４年さぬき市条例第４９号）第３条の規定に基づき、議会の

議決を求める。 

 

 

令和２年６月４日提出 

 

さぬき市長 大 山 茂 樹 

 

 

記 

 

１ 処分する財産の表示 

   土地の表示     さぬき市造田是弘字西下所１０９番３ 

   処分予定面積    ５，１７５㎡ 

 

２ 処分の相手方     所在地 香川県高松市春日町２９６番地 

名 称 株式会社 カワニシ 

  代表取締役 川西 弘城 

 

３ 処分予定金額     一金６２，１００，０００円 

 

４ 処分の理由      企業誘致用地と位置付けている下所運動場整備事業用

地の一部を株式会社カワニシに売却するため 

 


